
●配食サービス
町内に住み、おおむね６５才以上の一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯等にお弁当をお届けする
こと
で、食生活の改善と安否の確認を行っています。
【対象
者】

町内に住み、おおむね６５才以上の一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、ならびに心
身障
害者であって体力低下等の理由により、食事調理が困難な方。

【利用
料】

１食２００円　毎週月曜日・木曜日の夕食を配食します。

※湯沢町食生活改善推進協議会を中心としたボランティアの方が調理し、配食ボランティアの方がお
届けし
ます。

●在宅寝たきり者等介護手当支給事業
在宅で寝たきりの高齢者や認知症の高齢者等を介護されている方に介護手当を支給することで介護に
当た
る家族の負担等の軽減、在宅福祉の向上に寄与します。
【対象者】 在宅で寝たきりや認知症の高齢者、重度心身障害の人を常時介護している人

　　(寝たきり度B-1以上、認知度Ⅲa以上)
その他、特に必要と認められる方

【支給額】月額１０,０００円を限度として、年２回支給します。
　※「在宅重度重複障害者介護見舞金」を受給している方は対象外となります。

●長期入院入所者援助事業
町内に住み、１年以上入院または入所している方に、日用品費の一部を援助することで経済的負担の
軽減
を図ります。
【対象者】 おおむね６０才以上の方で、病院に入院している方または養護老人ホーム

　　老人保健施設等に入所している方
重度心身障害者または精神障害者の方で施設入所している方
盲・聾唖学校高等部に修学中の方

【支給額】年額３０,０００円を年度末に支給します。

●家族介護用品支給(紙おむつ等)事業
寝たきりの高齢者等で、紙おむつを使用している方に紙おむつ等の介護用品代金の一部を助成するこ
とで
自立した生活を支援するとともに介護に係わる経済的負担を軽減を図ります。
【対象者】 おおむね６０才以上の寝たきりの方または重度心身障害者で

　　常時紙おむつを使用する方
要介護度４～５の認定を受けている方
その他、特に必要と認めた方

【支給額】１ケ月１枚４,０００円の引換券を年３回に分けて支給します。
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●歳末助け合い慰問事業
町内に住む低所得者世帯又は身体的理由により就労が困難で生活が困窮している世帯などの方々等に
民生委員が訪問し、歳末慰問金（福祉券）を支給、相互扶助と地域福祉の増進を図ります。
【対象者】 低所得世帯及び生活困窮世帯

母子・父子世帯
障害者と同居世帯、寝たきり者と同居世帯
高齢者世帯　など

【支給額】福祉券（５,０００円分）を年１回支給します。

●高齢者世帯等住宅除雪援助事業
要援護世帯に冬期間の除雪費の援助を行います。
【対象者】 ６５才以上を高齢者世帯(一人暮らしを含む)

母子世帯(１５才以下の子供のある世帯)
障害者世帯(世帯主が１～４級であること)
その他要援護世帯 
※上記の内、労力的かつ経済的に自力で除雪することが不可能な世帯 
※生活保護世帯、町民税所得割課税世帯、親戚等の協力の得られる世帯、 
　現に居住していない世帯は対象外となります。

【支給額】年３０,０００円を限度に支給します。(支給にあたっては、業者などからの除雪経費の領
収書の
提出が必要になります)

●寝具クリーニング援助事業
寝具のクリーニング費用を援助し、衛生面を整え、快適な生活を支援します。
【対象者】 おおむね６５才以上で、３ケ月以上寝たきりの方及び中程度の認知症のある方

要介護３以上の方
７２才以上の単身高齢者

【助成額】１回につき７,０００円を限度に助成します。
限度を超える場合は、超えた分のみ本人負担となります。 
年２回実施します。(春・秋、年２回)

●母子父子等入学卒業祝金事業
父母が単身で、また祖父母と１８才未満の子供で構成されている世帯の子供が入学・卒業を迎えるに
あたり
健やかに心豊な子供に育ってもらうことを目的とし、祝い金を支給する。
【対象者】湯沢町に住所があり、小学校入学・中学校卒業する子供がいること

町民税の所得割課税世帯でないこと
その他の生活援助を受けていないこと

【支給額】５,０００円

●福祉用具の貸し出し事業
車椅子、特殊ベッド等をお貸ししています。
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